
HPHP

くらし・くらし・
手続き手続き

安
全
・
安
心

自
治
会
が
設
置
す
る
街
頭
防
犯
カ
メ
ラ

の
費
用
を
補
助
し
ま
す１

０
１
１
４
４
５

ID

　
市
で
は
安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
の
実

現
の
た
め
、
自
治
会
が
設
置
す
る
街
頭
防

犯
カ
メ
ラ
に
対
し
、
東
京
都
の
補
助
事
業

を
活
用
し
て
設
置
費
用
を
補
助
し
ま
す
。

　
自
治
会
内
の
公
共
の
場
所
に
防
犯
対
策

と
し
て
、
設
置
を
計
画
し
て
い
る
自
治
会

の
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

補
助
対
象
防
犯
カ
メ
ラ
の
購
入
、賃
借（
初

期
費
用
の
み
）、
取
り
付
け
な
ど
に
要
す

る
経
費

問
防
災
安
全
課（
☎
514
・
８
９
６
３
）

HPHP

くらし・くらし・
手続き手続き

ご
み
・
リ
サ
イ
ク
ル

５
月
は
マ
イ
バ
ッ
グ
持
参
強
化
月
間

１
０
０
２
９
２
７

ID

　

市
で
は
、

ご
み
の
発
生

抑
制
の
シ
ン

ボ
ル
と
し
て
、

マ
イ
バ
ッ
グ

持
参
に
よ
る

レ
ジ
袋
削
減

の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。
市
民・

事
業
者・行
政
の
３
者
で
構
成
さ
れ
る「
レ

ジ
袋
無
料
配
布
中
止
に
向
け
た
共
同
会

議
」で
は
、毎
年
５
月・10
月
を「
マ
イ
バ
ッ

グ
持
参
強
化
月
間
」と
定
め
、市
内
全
ス
ー

パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
啓
発
な
ど
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　
「
買
い
物
は
行
き
も
帰
り
も
マ
イ
バ
ッ

グ
」「
マ
イ
バ
ッ
グ
使
っ
て
断
る
レ
ジ
袋
」

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
ご
み
ゼ
ロ
推
進
課（
☎
581
・
０
４
４
４
）

HPHP

くらし・くらし・
手続き手続き

税
金

令
和
２
年
度
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）納

税
通
知
書
を
５
月
１
日
㈮
に
発
送

１
０
０
８
２
８
２

ID

　
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）は
４
月
１
日
現

在
の
所
有
者（
納
税
義
務
者
）に
課
税
さ
れ

ま
す
。

　
納
期
限
は
６
月
１
日
㈪
で
す
。

▼
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の
減
免

　
身
体
や
精
神
に
障
害
の
あ
る
方
で
一
定

の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
減
免
で
き
ま

す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
市
民
税
課（
☎
514
・
８
２
３
５
）

令
和
２
年
度
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
納
税
通
知
書
を
５
月
１
日
㈮
に
発
送

１
０
０
２
６
５
９

ID

　
連
休
を
間
に
挟
み
、
お
手
元
に
届
く
ま

で
に
数
日
か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

▼
納
税
義
務
者

　
原
則
、
令
和
２
年
１
月
１
日
現
在
の
所

有
者
と
し
て
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録

さ
れ
て
い
る
方
が
、
令
和
２
年
度
の
納
税

義
務
者
で
す
。
１
月
２
日
以
降
に
売
買
な

ど
が
行
わ
れ
た
り
、
家
屋
を
取
り
壊
し
た

場
合
で
も
、
１
月
１
日
現
在
の
所
有
者
が

納
税
義
務
者
と
な
り
ま
す
。

▼
納
期
限

　
第
１
期
…
６
月
1
日
㈪
、
第
２
期
…
７

月
31
日
㈮
、
第
３
期
…
12
月
28
日
㈪
、
第

４
期
…
令
和
３
年
３
月
１
日
㈪

問
資
産
税
課（
土
地
に
関
す
る
こ
と
☎

514
・
８
２
５
２
、
家
屋
・
償
却
資
産
に
関

す
る
こ
と
☎
514
・
８
２
５
７
）

令
和
２
年
度
課
税（
非
課
税
）証
明
書
の

発
行
は
６
月
８
日
㈪
か
ら

１
０
０
２
６
３
１

ID

　
６
月
８
日
か
ら
窓
口
お
よ
び
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
発
行
し
ま
す
。た
だ
し
、

給
与
特
別
徴
収
内
容
分
の
み
の
証
明
書
で

あ
れ
ば
、
５
月
14
日
㈭
〜
６
月
６
日
㈯
に

窓
口
の
み
で
発
行
可
能
で
す
。
こ
の
給
与

特
別
徴
収
分
の
証
明
書
は
、
ご
本
人
分
の

み
で
、被
扶
養
者
分
は
発
行
で
き
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
応
に
よ
る
申
告
期
限
延
長
に
よ
り
、
申

告
さ
れ
た
内
容
が
証
明
書
に
反
映
さ
れ
て

い
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　
ま
た
、
４
月
1
日
よ
り
手
数
料
を
改
定

し
ま
し
た
が
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
の
発
行
手
数
料
は
据
え
置
き
と
な
っ
て

お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
コ
ン
ビ
ニ
交
付
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

証
明
発
行
窓
口　
　
　市民
窓
口
課
、
七
生
支
所
、

豊
田
駅
連
絡
所
※
手
数
料：1
通
300
円

コ
ン
ビ
ニ
で
の
発
行
全
国
の
マ
ル
チ
コ

ピ
ー
機
が
あ
る
店
舗（
セ
ブ
ン-
イ
レ
ブ

ン
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、
ロ
ー
ソ
ン
、

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
、
イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
）※

手
数
料：1
通
200
円
。マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド（
顔
写
真
付
き
）が
必
要

問
市
民
窓
口
課（
☎
514
・
８
２
０
６
）

HPHP

くらし・くらし・
手続き手続き

国
保
・
後
期
高
齢
・
年
金

令
和
元
年
台
風
第
15
号
・
第
1₉
号
な
ど

に
よ
り
被
災
さ
れ
た
方
〜
一
部
負
担
金

の
減
免
が
受
け
ら
れ
ま
す

1
0
1
4
1
1
4

ID

　

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
は
、

手
続
き
に
よ
り
一
部
負
担
金
の
減
免
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
市
の
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
で
、
被
災
当
時

に
災
害
救
助
法
の
適
用
区
市
町
村
の
住
民

だ
っ
た
方
②
令
和
元
年
台
風
第
15
号
・
第

19
号
な
ど
に
よ
り
、
住
家
の
全
半
壊
・
全

半
焼
・
床
上
浸
水
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る

被
災
を
し
た
方
な
ど

　

手
続
き
に
は
②
に
該
当
す
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
罹り

災さ
い

証
明
書
な
ど
が
必
要
で
す
。

申
請
・
問
保
険
年
金
課（
国
民
健
康
保
険

に
関
す
る
こ
と
☎
514
・
８
２
７
６
、
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
に
関
す
る
こ
と
☎
514
・

８
２
９
３
）

HPHP

健康・医健康・医
療・福祉療・福祉

生
活
福
祉
・
社
会
福
祉

あ
な
た
の
ま
ち
の
身
近
な
相
談
相
手
〜

民
生
委
員
児
童
委
員

１
０
０
３
２
９
８

ID

　
５
月
12
日
㈫
は
民
生
委
員
児
童
委
員
の

日
で
す
。
民
生
委
員
児
童
委
員
は
、
厚
生

労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
、
地
域
の
中
で

福
祉
の
相
談
や
支
援
を
行
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
す
。
市
内
で
は
現
在
125
人
の
民
生
委

員
児
童
委
員
が
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

高
齢
者
、
障
害
者
、
ひ
と
り
親
家
庭
、

低
所
得
な
ど
で
困
っ
て
い
る
方
、
児
童
に

関
す
る
こ
と
、
家
族
関
係
、
住
居
、
健
康

や
保
健
医
療
な
ど
の
援
助
を
必
要
と
し
て

い
る
方
か
ら
の
相
談
を
受
け
、
必
要
に
応

じ
て
市
や
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
連
絡
、

連
携
を
と
り
な
が
ら
、
解
決
に
向
け
て
努

力
し
て
い
ま
す
。

▼
新
任
民
生
委
員
児
童
委
員
の
紹
介

　
新
し
く
民
生
委
員
児
童
委
員
が
委
嘱
さ

れ
ま
し
た
。

▼
４
月
１
日
付
委
嘱
者
※（
）内
は
担
当

地
区

渡
辺
八
枝
子
氏（
石
田
・
日
野
・
万
願
寺

一
丁
目
の
一
部
）

石
川
和
世
氏（
新
井・高
幡・三
沢
の
一
部
）

問
福
祉
政
策
課（
☎
514
・
8
４
6
７
）

福
祉
の
初
期
総
合
相
談
窓
口
を
ご
利
用

く
だ
さ
い

１
０
０
３
８
１
１

ID

▼
住
居
確
保
給
付
金
事
業
〜
求
職
活
動
を

す
る
方
に
家
賃
を
支
給

内
容
原
則
３
カ
月
間
家
賃
を
支
給
対
象

離
職
後
２
年
以
内
で
あ
る
方
や
個
人
の
都

合
に
よ
ら
ず
収
入
が
減
少
し
、
離
職
や
廃

業
と
同
程
度
の
状
況
に
あ
る
方
な
ど
※
収

入
、
資
産
、
求
職
活
動
な
ど
一
定
の
要
件

あ
り

▼
家
計
改
善
支
援
事
業
〜
家
計
の
立
て
直

し
を
支
援

会
場
市
役
所
２
階
相
談
ス
ペ
ー
ス
内
容

家
計
改
善
支
援
員
が
専
門
的
視
点
か
ら
必

要
な
情
報
提
供
や
助
言
な
ど
を
行
い
、
相

談
者
自
身
の
家
計
管
理
力
を
高
め
、
早
期

の
生
活
再
生
を
支
援
対
象
家
計
収
支
の

不
均
衡
そ
の
他
の
家
計
に
関
す
る
課
題
を

抱
え
、
生
活
に
困
窮
し
て
い
る
方

▼
精
神
疾
患
等
自
立
相
談
支
援
事
業
〜
精

神
保
健
福
祉
士
な
ど
に
よ
る
相
談

日
時
第
１・
第
３
水
曜
日
午
後
１
時
〜
３

時（
予
約
制
）
会
場
市
役
所
２
階
相
談
ス

ペ
ー
ス
内
容
自
立
に
向
け
た
支
援
対
象

精
神
疾
患
を
有
す
る
と
思
わ
れ
る
方
で
精

神
科
な
ど
の
医
療
機
関
の
受
診
や
治
療
を

受
け
て
い
な
い
方
お
よ
び
そ
の
家
族

▼
就
労
準
備
支
援
事
業
が
ス
タ
ー
ト
〜
一

般
就
労
に
向
け
た
準
備
を
支
援

会
場
市
役
所
２
階
相
談
ス
ペ
ー
ス
内
容

一
般
就
労
に
向
け
た
準
備
と
し
て
基
礎
能

力
の
形
成
支
援
対
象
就
労
に
必
要
な
実

践
的
な
知
識
・
技
能
な
ど
が
不
足
し
て
い

る
だ
け
で
は
な
く
、
生
活
リ
ズ
ム
が
崩
れ

て
い
る
、
社
会
と
の
関
わ
り
に
不
安
を
抱

え
て
い
る
、
就
労
意
欲
が
低
下
し
て
い
る

な
ど
の
理
由
で
就
労
に
向
け
た
準
備
が

整
っ
て
い
な
い
方

▼
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
王
子
に
よ
る
巡
回
相

談日
時
原
則
毎
週
木
曜
日
午
後
１
時
〜
４

時（
予
約
制
）
会
場
市
役
所
２
階
相
談
ス

ペ
ー
ス
内
容
①
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
就
職

支
援
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
に
よ
る
職
業
相
談
、

職
業
紹
介
、
職
業
訓
練
の
あ
っ
せ
ん
な
ど

②
求
職
活
動
に
当
た
っ
て
の
心
構
え
、
不

安
な
ど
の
解
消
③
履
歴
書
・
職
務
経
歴
書

の
作
成
、
面
接
の
受
け
方
な
ど
の
ア
ド
バ

イ
ス
④
そ
の
他
、
就
職
に
役
立
つ
情
報
の

提
供
対
象
住
居
・
生
活
に
困
っ
て
い
る

な
ど
早
期
に
就
職
し
た
い
と
い
う
意
欲
と

能
力
の
あ
る
方

　
い
ず
れ
も
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

申
込
電
話

問
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

（
☎
514
・
８
５
７
４
）

HPHP

健康・医健康・医
療・福祉療・福祉

健
康
診
査
・
検
診
・
相
談

乳
幼
児
歯
科
相
談

１
０
０
７
５
７
５

ID

　

５
月
開
催
予
定
の
乳
幼
児
歯
科
相
談

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
市
民

の
皆
さ
ま
の
健
康
へ
の
影
響
を
考
慮
し
中

止
し
ま
す
。
歯
科
衛
生
士
に
よ
る
電
話
相

談
は
随
時
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

問
健
康
課（
☎
581
・
4
１
1
１
）

▲ 昨年の民生委員児童委員の日の活動として実施
された啓発パレードの様子

お亡くなりになられた際の
手続きご案内窓口について

1007324ID 問  市長公室市民相談窓口（☎514-8094）

　お亡くなりになられた際の市役所での手続きについてまとめた
案内冊子「おくやみハンドブック」（市 HP に掲載。市役所1階市民
相談窓口・市民窓口課、七生支所、豊田駅連絡所にて配付）を作成
しました。併せて、各担当窓口に関するご案内を市民相談窓口で
承ります。
受付日時  5月1日㈮から※土曜・日曜日、祝日を除く8:30～17:15

7 6広報　　　　第1471号 令和2年5月1日市役所　　　 585 ー 1111
かんたん検索!  市公式 HP に各記事の見出し横のID番号を入力

soudan@city.hino.lg.jp代表☎

市
政
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お
知
ら
せ

市
政
の
お
知
ら
せ




